
 

長野市中心市街地活性化基本計画の変更について 
 
 
１ ２回目の基本計画変更内容 
 
 

当初から基本計画に位置づけがある次の８事業について、国の支援策（まちづくり交付金等）

を活用するため、「国の支援策がない事業」から「認定と連携した特例措置に関連する事業」 

に位置づけを変更するもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新たに「50.新田町地区優良建築物等整備事業」を追加するもの 
 
 

(1) 国の支援策活用による位置づけの変更 

（４）国の支援がないその他事業 
 
「18.長野駅善光寺口顔づくり事業」 
「20.野外彫刻ながのミュージアム事業 
（まちなか編）」 
「21.中央通り歩行者優先道路化事業 
（道路整備）」 
 

 「32.祭り・イベント等開催事業」 
 「36.長野食文化（名物メニュー）創出事業」 
 「37.空き店舗等活用事業」 
 「38.起業家塾開催事業」 
 「40.まちなか花とイルミネーション事業」 

＜現状＞ 【変更後】 
（２）①認定と連携した特例措置

に関連する事業 へ 
国の支援策である 
まちづくり交付金  

を活用する事業に

位置づけを変更 
（※事業内容は変更なし） 

国の支援策である 
中心市街地活性化ソフト事業 

を活用する事業に

位置づけを変更 
  （※事業内容は変更なし） 

(2) 新規事業の追加による変更 



 
 
 
 
 
 
 
 
  事業実施主体である㈱まちづくり長野から、下記のとおり、実施時期や国の支援措置の実施期

間の変更について、申し出があったため、軽微な変更の届出を行う。 
 
ア 変更概要 

事業名 変更内容 変更前 変更後 
29.共通駐車券事業 実施時期 平成 19年度～ 平成 20年度～ 
 措置の実施期間 平成 19年度 平成 20年度 
30.起業家ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設事業 措置の実施期間 平成 19年度 平成 19～21年度 

※ 事業内容は、変更なし 
 
イ 変更の理由 

事業名 変更理由 
29.共通駐車券事業 駐車場共通化方式に係る関係者の合意形成にあたり相当の期

間を要し、当事業の開始が平成 20年度に延期となるため 
30.起業家ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設事業 平成 19 年度に加え、平成 20、21 年度の２ヵ年においても、

国の支援措置を活用することとなるため 
 
 
 
２ 主な経過等 
 

月 日 内     容 備考 
平成 20年 2月 1日 2回目の変更申請［下記２(1)(2)］について、第１回専

門委員会に説明し、了承される。 

 

平成 20年 2月 19日 2 回目の変更について、長野市中心市街地活性化協議
会に協議したところ同意する旨の回答あり 

 

平成 20年 2月 21日 ㈱まちづくり長野から、下記２(3)の申し出あり  
平成 20年 2月 28日 国に 2回目の計画変更の認定申請と軽微な変更届出  
平成 20年 3月 31日 計画変更について総理大臣認定 計 50事業 

 
 

資料４ 

第 2回中活計画評価専門委員会 
平成 20年 4月 25日 

(3) 実施時期等の変更による軽微な変更 


